
船舶事故調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年７月１８日 ０８時３８分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市郡家
ぐ ん げ

港西方沖 

郡家港西防波堤灯台から真方位２７９°８.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３０.０′ 東経１３４°４０.６′） 

事故の概要  旅客船兼自動車渡船こんぴら２は、東北東進中、また、漁獲物運搬

船龍神
りゅうじん

丸は、北北西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年７月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客船兼自動車渡船 こんぴら２、３,６３３トン 

  １２９２４６、ジャンボフェリー株式会社（Ａ社） 

Ｂ 漁獲物運搬船 龍神丸、１２トン 

ＨＧ２－５２７３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、三級（航海） 

  操舵手Ａ、三級（航海）（履歴限定） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂を伴う圧損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、航海士Ａ及び操舵手Ａほか９人が乗り組み、旅客８４人を

乗せ、車両２５台を積載し、航海士Ａが操船指揮に、操舵手Ａが操舵

にそれぞれ就き、阪神港神戸区に向けて、約１７.５ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で播磨灘を自動操舵で東北東進していた。 

 航海士Ａは、真方位０６８°に針路を定めて播磨灘航路第４号灯浮

標を通過したとき、右舷船首方約３Ｍにレーダーで２隻の漁船を認

め、目視でも確認した。 

 航海士Ａは、売店でのトラブルに対応してほしい旨の連絡を受け、

２隻の漁船が止まっているように見えたので、同じ針路及び速力で航

行すれば漁船２隻の船首方を通過できると思い、操舵手Ａに操船を任

せて降橋した。 

 操舵手Ａは、止まっているように見えた２隻のうち１隻のＢ船が北

北西進しているのを認め、Ｂ船がＡ船の船首方を通過すると思い、同

じ針路及び速力で航行していたところ、Ｂ船が近くなり、衝突の危険

を感じたが、気が動転して汽笛を吹鳴することができず、Ａ船の右舷



中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 航海士Ａは、操舵手Ａから本事故の発生の連絡を受けてすぐに昇橋

し、減速した後、船長、Ａ社及び海上保安庁へ本事故の発生を通報し

た。 

 Ｂ船は、２そう引き網船団に所属する魚群探索を兼務する漁獲物運

搬船で、翌日の操業調査の目的で、船長Ｂが１人で乗り組み、魚群探

索を行いながら、播磨灘を約１３.０knの速力で北北西進していた。 

 船長Ｂは、レーダーで左舷船首方約２.４ＭにＡ船を認め、目視で

も確認したあと、もう少し航行してからＡ船を避けようと思い、ソナ

ーを見て魚群探索を行いながら北北西進中、視線をソナーから船首方

に移したところ、至近にＡ船を認め、主機を後進としたが、Ｂ船とＡ

船とが衝突した。 

分析 

 

 Ａ船は、東北東進中、操舵手Ａが、止まっているように見えたＢ船

が北北西進しているのを認めたが、Ｂ船がＡ船の船首方を通過すると

思い、Ａ船の針路を維持することを意識して同じ針路及び速力で航行

を続けたことから、Ｂ船が近くなり、衝突の危険を感じた時には気が

動転してどうすることもできず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、降橋前、Ｂ船が止まっているように見えたことから、

同じ針路及び速力で航行すればＡ船がＢ船の船首方を通過できると思

い、特に指示をせずに操舵手Ａに操船を任せて降橋したものと考えら

れる。 

 航海士Ａが、Ａ船での操船経験の浅い操舵手Ａに操船を任せて降橋

したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、北北西進中、船長Ｂが、ソナーを見ながら航行を続けたこ

とから、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、主機を後進とし

たが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が北北西進中、操舵手Ａが、Ｂ

船がＡ船の船首方を通過すると思い、Ａ船の針路を維持することを意

識して同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、ソナーを見

ながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、接近する他船を認めたときには、継続して方位、距離

などを確認しながら見張りを行い、余裕のある時機に船橋当直者

に昇橋を求め、汽笛を吹鳴することにより注意喚起を行うととも

に衝突のおそれがあるときは、早期に避航措置を採ること。 

・船橋当直者は、航行中に客室で問題が発生した場合、船橋を操舵

手のみにせず、他の乗組員に対応させること。 

・漁船の船長は、魚群探索に意識を向け過ぎず、接近してくる他船

に対して継続した見張りを行うこと。 
 


